
指宿市観音崎公園の管理運営手法調査検討業務委託に係る
質問及び回答一覧

番号 質疑箇所 質問内容 本市回答

1
仕様書P. 2

４ 委託料の支払
「 業務完了後の一括払い」 とあるが、 大よその日
数は何日程度か。

支払までの期間としましては， 業務完了後１ か月以内になり ます。

2

仕様書P. 2
５ 業務内容

( 2)公園（ 駐車場等） の
再整備検討及び概略設計

①　 駐車場の再整備に関しては、 現状市と しての
考えがあるか。
②　 概略設計時の図面等はどの程度の仕上がり を
想定しているか。

①　 現在， 本市と しましては駐車場容量の不足と舗装の老朽化が進行しつつあ
り ， 再整備の必要性を認識していますが， 交通量調査等をもとに再整備の適正
規模や仕様等について検討してまいり たいと考えています。

②　 概略設計の図面につきましては， 具体的には
　 ●　 道の駅施設配置図（ 整備範囲を示す） 及び導線計画図
　 ●　 建築計画（ 各種調査， 検討等に基づく 道の駅に必要となる各施設の規模
及び
　 　 機能の確定）
　 ●　 交通計画（ 各種調査に基づく 必要な駐車場容量の検討）
　 ●　 造成計画（ 敷地造成・ 排水計画等）
　 ●　 基本仕様等
　 を概略設計の図面として想定しています。 現時点では詳細な建築図面等は不
要と考えており ます。

3

仕様書P. 2～3
５ 業務内容

( 3)公園再整備・ 管理運
営に係るＰ Ｐ Ｐ /Ｐ Ｆ Ｉ

導入可能性検討

「 その他の既存の施設（ 建物、 芝生広場等） の改
修を伴う 条件設定も可能」 とあるが、 建物等を改
修しても良い内容を条件に入れるだけで、 その内
容を本業務で検討することでは無いと考えてよい
か。

本調査終了後に事業者選定を行う 際には， 建物等の改修まで行う か否かの態度
を市と して明らかにしたう えで事業者の公募を行なう 必要があると考えていま
す。
従いまして， 本導入可能性調査にて「 施設改修を行なう べき」 との結論に達し
た場合， 改修の内容や規模について， 概要を示す必要があると考えています。

4
仕様書P. 6

８ その他( 7)

「 主要な打合せ」 とあり ますが、 何の打合せかど
の程度の頻度を考えているか等、 現状で想定して
いるものはあるか。

現状では， 月１ 回程度， 業務の進捗確認， 付随する各種調査（ 交通量調査， ア
ンケート ， サウンディ ング等） の実施要領の確認等を行いたいと考えていま
す。
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